
- 1 - 

 

第１号                                    

 次のとおり一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の６第１項の規定により公告します。 

  令和８年（２０２６年）１月２９日 

城陽市公営企業管理者 

職 務 代 理 者     

 

１．入札に付する事項 

（１）工 事 名  青谷配水池・青谷ポンプ所新設工事 

（２）工 事 場 所  城陽市中芦原 地内 

（３）工 事 概 要 

  先行整備青谷地区の開発に伴い、青谷配水池を新設するもの。 

  〈青谷配水池〉  

配水池本体工  １式 

         配水池基礎工  １式 

         場内整備工   １式 

         造成工     １式 

         場内配管工   １式 

         計装電気設備工 １式 

         計装機械設備工 １式 

         薬注室建築工  １式 

         建築電気設備工 １式 

         建築機械設備工 １式 

 〈青谷ポンプ所〉 

配水池撤去工  １式 

         場内配管工   １式 

         場内整備工   １式 

         改良工     １式 

         計装電気設備工 １式 

         計装機械設備工 １式 

         建築電気設備工 １式 

（４）施工条件 

① 本工事は近接工事も施工されているため、相互に支障が生じないよう、十分に工事調整し施

工すること。 

② 保安林代替施設面積は確定しているため、面積が減少する扱いは行わないこと。 

（５）工 事 期 間  令和８年（２０２６年）３月１９日から令和９年（２０２７年）７月１６日まで 

（６）予 定 価 格  ３１４,６５０,０００円（消費税及び地方消費税別価格） 

（７）最低制限価格  落札後公表 

（８）週休２日制工事 対象工事 

   当初予定価格には完全週休２日（週単位の週休２日）を達成した場合の補正係数を各経費に乗じ

ているため、入札時においては留意すること。 

なお、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休２日に満たない場合は、契約書第２４条の規定に

より、各経費に乗算する補正係数を月単位の週休２日を達成した場合の補正係数に変更するものと

する。 

また、月単位の週休２日の現場閉所を行ったと認められない場合は、各経費に乗算する補正係数
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を 1.00 に変更するものとする。 

補正係数及び週休２日制の詳細は、市ＨＰ https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000011332.html 

に掲載している週休２日制工事実施要領 令和７年１０月改定に記載しております。 

 

２．入札に参加する者に必要な資格 

  入札に参加できる者は、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）又は単独企業であ

って、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

Ⅰ共通要件 

  ① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

  ② 土木一式工事又は水道施設工事に係る令和７年度城陽市建設工事指名受付簿に登載されている

者であること。（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者については、手続開始の決定後、管理者が別に定める手続きに基づく指名競争入札参

加資格の再認定を受けていること。） 

  ③ ４（２）に定める競争参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）の受付期間の最終日

から入札執行の日までの期間に国土交通省、京都府及び城陽市の指名競争入札において指名停止

とされていないこと。 

 ④ 城陽市暴力団排除条例（平成２５年城陽市条例第２８号）第２条第３号の暴力団員等又は同条

第５号の暴力団密接関係者でないこと。 

 ⑤ 入札の参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がない

こと。 

ⅰ 資本関係 

   以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）

第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）が会社更生法第２条第７項に規定する更

生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続き中の会社（以下「更生会社等」とい

う。）である場合を除く。 

  ア 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にあ

る場合 

  イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

ⅱ 人的関係 

以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等で

ある場合を除く。 

    ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

    イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第

２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ⅲ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

     その他上記のⅰ又はⅱと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

Ⅱ共同企業体の要件 

（１） 共同企業体の代表者の要件 

  ① 京都府内に本社（本店）が所在する者であること。 

  ② 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定による最新の経営事項審  

査（審査基準日が、確認申請書の受付前の直近のものに限る。）における土木一式工事又は水道施

設工事について、総合評定値が１，１００点以上の者であること。 

  ③ 建設業法第３条の規定による土木工事業かつ水道施設工事業に係る特定建設業の許可を有して

いる者であること。 
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  ④ 土木一式工事又は水道施設工事に係る技術者で、自社で恒常的に雇用している（入札参加表明

の日以前に３箇月以上の雇用関係があること。）監理技術者資格者証の交付を受けた者（監理技

術者講習を修了した者（有効期限内に限る））を当該工事現場に専任で配置し得ること。 

⑤ 平成１７年度以降に国又は地方公共団体等が発注した公共工事で、次の施工実績を有すること。 

（同一の工事でも可とする。） 

ⅰ 配水池（浄水池） 容量 500 ㎥以上 

ⅱ ポンプ設備 Φ50 0.3 ㎥／min 以上 

⑥ 出資比率が構成員の中で最大であること。 

（２）共同企業体の構成員の要件 

① 城陽市に本社（本店）が所在する者（以下「市内業者」という。）であること。 

 ② 建設業法第２７条の２３第１項の規定による最新の経営事項審査（審査基準日が、確認申請書

の受付前の直近のものに限る。）における土木一式工事又は水道施設工事について、総合評定値が

５５０点以上の者であること。 

 ③ 建設業法第３条の規定による土木工事業かつ水道施設工事業に係る特定又は一般建設業の許可

を有している者であること。 

 ④ 土木一式工事又は水道施設工事に係る技術者で、自社で恒常的に雇用している（入札参加表明

の日以前に３箇月以上の雇用関係があること。）１級施工管理技士資格者証（同等以上）又は２級

施工管理技士資格者証の交付を受けた者又は当該工事に係る実務経験者（建設業法第７条第２号

イ、ロ、ハ又は同法第１５条第２号イ、ロ、ハのいずれかに該当する者）を配置し得ること。ま

た、同一の現場代理人及び技術者（以下「技術者等」という。）を重複して複数工事の技術者等と

する場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者等を配置することができな

くなったときは、入札に参加することができないこととし、直ちに入札辞退の届出を行うこと。 

 ※ただし、一定条件を満たせば技術者等の兼務を認めます。詳細は「建設工事と技術者の配置に

ついて」を市 HP の事業者向け> 入札・契約 > 城陽市 > 入札に関するお知らせに掲載しておりま

すのでご確認ください。 

（３）共同企業体の要件 

  ① 構成員（代表者を含む）の数は２者とする。 

  ② 共同企業体は自主結成とする。 

  ③ 構成員の出資比率が３０パーセント以上であること。 

  ④ 共同企業体の有効期限は、工事完了後６箇月とする。ただし、落札者以外の者にあっては当該

工事に係る契約締結日までとする。 

Ⅲ単独企業の要件 

  ① 建設業法第２７条の２３第１項の規定による最新の経営事項審査（審査基準日が、確認申請書

の受付前の直近のものに限る。）における土木一式工事又は水道施設工事について、総合評定値が

１，２００点以上の者であること。 

  ② 建設業法第３条の規定による土木工事業かつ水道施設工事業に係る特定建設業の許可を有して

いる者であること。 

  ③ 土木一式工事又は水道施設工事に係る技術者で、自社で恒常的に雇用している（入札参加表明

の日以前に３箇月以上の雇用関係があること。）監理技術者資格者証の交付を受けた者（５年以

内に監理技術者講習を終了した者）を当該工事現場に専任で配置し得ること。 

  ④ 平成１７年度以降に国又は地方公共団体等が発注した公共工事で、次の施工実績を有すること。

（同一の工事でも可とする。） 

  ⅰ 配水池（浄水池） 容量 500 ㎥以上 

ⅱ ポンプ設備 Φ50 0.3 ㎥／min 以上 

⑤ 資材の調達並びに下請業者の選定にあたって、下請総額の概ね３０％程度は市内業者への発注
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を確保するように努めること。 

 

３．専門技術者について 

  当該工事には、工事特記仕様書第８条（６）①に規定する技術者を適正に配置すること。（この技術

者については、４（１）で提出を求める資料への記載は不要とする。） 

 

４．入札参加資格の確認 

（１）提出物について 

当該工事の入札に参加しようとする者は、京都府電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）への入力により、確認申請書に次に掲げる資格確認資料を添付のうえ、入札参加資格の確

認を受けなければならない。 

確 認 申 請 書 は 、 京 都 府 入 札 情 報 公 開 シ ス テ ム 及 び 城 陽 市 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.city.joyo.kyoto.jp）にも掲載しているため、入手すること。 

〈資格確認資料〉 

 Ⅰ共同企業体及び単独企業に共通して必要な資料 

    ① 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（審査基準日が、確認申請書の受

付前の直近のものに限る。） 

  ② 建設業の許可証明書又は許可通知書の写し 

  ③ 配置予定技術者調書 

④ 技術者に係る国家資格等の写し 

⑤ 監理技術者資格者証（表・裏）及び監理技術者講習修了証の写し 

⑥ 技術者の雇用関係を確認できる書類 

⑦ 施工実績調書 

 Ⅱ共同企業体のみ必要な資料 

  ⑧ 特定建設工事共同企業体（甲型）入札参加資格審査申請書 

  ⑨ 特定建設工事共同企業体協定書（甲型）の写し 

  ⑩ 特定建設工事共同企業体委任状 

（２）受付期間 

令和８年（２０２６年）１月２９日（木）午前９時から 

令和８年（２０２６年）２月 ９日（月）午後５時まで 

（３）入札参加資格の確認通知 

    ① 資格審査結果は、令和８年（２０２６年）２月１３日（金）午後２時以降に電子入札システ

ムにより通知する。 

    ② 資格審査結果に対する説明を求めようとする者は、令和８年（２０２６年）２月２６日（木）

までに説明を求める内容を記載した書面を城陽市上下水道部経営管理課に提出しなければならな

い。その回答は、令和８年（２０２６年）３月３日（火）までに行う。 

（４）その他 

   ① 本市公営企業が発注した工事において、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律その他関係法令規の遵守状況及び工事成績評定を基に、不適当と判断した場合は

入札の参加を認めない。 

     ② 確認申請書等資料作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

     ③ 提出された確認申請書等資料は返却しない。 

 

５．設計図書等の配布 

   本工事に係る設計図書等の配布を次のとおり行う。 
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（１）日時   

 令和８年(２０２６年)１月２９日（木）午前９時から 

令和８年(２０２６年)３月１１日（水）午後３時まで 

（２）場所   

京都府入札情報公開システム 

（３）設計図書等に対する質問 

   質問があるときは、次により書面で提出すること。（FAX 又は Eメールに限る。） 

    ① 日時  令和８年(２０２６年)２月１３日（金）午後２時から令和８年（２０２６年）２月

２６日（木）午後５時まで 

② FAX   ０７７４－５５－０７７１ （城陽市上下水道部経営管理課宛） 

③ E メール keieikanri@city.joyo.lg.jp 

④ 回答   令和８年(２０２６年)３月３日（火）までに入札参加資格を有する者に回答書を  

FAX 又は Eメールで送付する。ただし、質問が無い場合は、回答を省略する。 

 

６．入札及び開札の予定日時 

（ア）入札予定日時 

令和８年(２０２６年)３月１０日（火）午前１０時から午後６時まで 

  令和８年(２０２６年)３月１１日（水）午前 ９時から午後３時まで 

（イ）開札予定日時 

令和８年(２０２６年)３月１２日（木）午前１０時００分 

  城陽市上下水道部経営管理課において行う。 

    

７．入札書に記載する金額 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札

価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入力すること。 

 

８．入札方法等                                     

（１）電子入札システムへの入力による。 

（２）入札回数は、１回とする。 

（３）入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を電子入札シス 

テムにより提出するとともに、書面により届け出ること。 

（４）公正な価格を害し、若しくは不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法 」という。）に抵触する行

為その他の不正行為に関する情報が寄せられたときは、特別の対応をすることがある。 

 

９．入札金額内訳書の提出 

入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応する入札金額内訳書を作成し提出すること。提出

できない者は入札に参加できない。 

 

１０．入札の無効 

（１）本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並

びに条件に違反した入札は、無効とする。 

（２）その他城陽市公営企業管理者が入札に係わる不正行為疑惑があると認めるとき又は入札無効と認
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めるとき。 

（３）予定価格を上回る入札又は最低制限価格未満の入札は無効とする。 

 

１１．落札 

（１）落札者は、入札金額内訳書を点検した上で決定する。 

（２）落札者の決定は、最低制限価格と予定価格との範囲内で最低入札をなした者を落札者とする。 

（３）落札者となるべき同価の入札者が２者以上あるときは、直ちに電子くじを用いた抽選によって落

札者を決定する。 

 

１２．入札保証金 

   入札保証金は免除する。 

 

１３．違約金 

   落札者が契約を締結しないときは、落札金額の１００分の５相当額の違約金を徴収する。 

 

１４．契約保証金 

（１）落札者は、城陽市公営企業契約規程に定める所定の契約保証金（契約代金の額の１００分の１０

以上の額）を本契約締結と同時に納めなければならない。 

（２）契約保証金の免除 

（１）にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。 

  ① 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補保証に限 

る。）を締結したとき。 

  ② 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

 

１５．支払条件 

（１）前払金 

公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）に規定する保証事業会社

と前払金の保証に関する契約を締結し、その保証契約証書を寄託したときは、請負代金額の１００

分の４０を超えない範囲内で支払う。 

（２）中間前金払 

    次の要件を満たし、本市の請負工事中間前金払に係る認定を受けた場合において、公共工事の前

払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社と前払金の保証に関する契約を締結し、その保

証契約証書を寄託したときは、請負代金額の１００分の２０を超えない範囲内で支払う。ただし、

前払金と合わせて請負代金額の１００分の６０を超えない範囲とする。 

① 工期の２分の１を経過していること。 

② 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作

業が行われていること。 

③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に相当するも

のであること。 

（３）部分払 

当該工事について、現場工事が完了し適正な工事が実施され、部分払検査に合格した場合は、請

負代金額の１００分の８５を超えない範囲内で支払う。（ただし、変更契約のない場合は対象としな

い。） 

 

１６．公正入札違約金 
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受注者は、この契約の入札に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づ

き、請負代金の額の１００分の２０に相当する額の公正入札違約金を発注者に支払わなければなら

ない。工事が完成した後も同様とする。 

  ① 受注者に対し、独占禁止法第４９条の規定による排除措置命令、第６２条第１項の規定による

納付命令又は第６４条第１項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの

訴えが提起されなかったとき。 

② 受注者が前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定し

たとき。 

③ 前２号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不公正な行為を行った旨

の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。 

④ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が、刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条

第１項第１号による刑が確定したとき。 

 

１７．事業執行 

   本工事は、公共事業であることに鑑み、建設材料の調達並びに下請業者の選定にあたっては地元

業者の採用に努めること。 

 

１８．その他 

１から１７までに定めるもののほか、城陽市公営企業会計規程及び城陽市公営企業契約規程等の

定めるところによる。 

（問い合わせ先）工事施工に関する問い合わせは、ＦＡＸ又はＥメールに限る 

城陽市上下水道部経営管理課（城陽市平川広田６７番地） 

① 入札に関する問い合わせ・・・・・・電 話 ０７７４－５２－４８０１   

② 工事施工に関する問い合わせ・・・・Ｆ Ａ Ｘ ０７７４－５５－０７７１ 

Ｅメール keieikanri@city.joyo.lg.jp 

 


